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指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 係 る サ ー ビ ス 管 理 を 行 う 者  

と し て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の 等  

                           平成18 ・ ９ ・ 29 ・ 厚生労働省告示 ５ ４ ４ 号 

改正平成19 ・ ３ ・ 30 ・ 厚生労働省告示  ８ ０ 号  ＝平成19 ・ ４ ・ １ 適用 

改正平成21 ・ ３ ・ 30 ・ 厚生労働省告示 １ ６ ５ 号  ＝平成21 ・ ４ ・ １ 適用 

改正平成21 ・ ７ ・ 15 ・ 厚生労働省告示 ３ ６ ５ 号  ＝平成21 ・ ７ ・ 15適用 

改正平成21 ・ ７ ・ 15 ・ 厚生労働省告示 ３ ６ ６ 号  ＝平成21 ・ 10 ・ １ 適用 

 

障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第

171 号 ） 第50条第 １ 項第 ４ 号及び第 215 条第 ２ 項 、 障害者自立支援法に基づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運営に

関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 172 号 ） 第 ４ 条第 １ 項第 １ 号イ (3) 、 第 ５ 条第 ２ 項及び附則第 ４ 条第 ２ 項 、 障害者自立

支援法に基づ く 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 174 号 ） 第12条第 １ 項第 ５ 号及

び第90条第 ２ 項並びに障害者自立支援法に基づ く 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 177

号 ） 第11条第 １ 項第 ２ 号イ (3) 、 第12条第 ２ 項及び附則第 ４ 条第 ２ 項の規定に基づき 、 指定障害福祉サービスの提供に係る 

サービス管理を行 う 者と し て厚生労働大臣が定める もの等を次のよ う に定め 、 平成18年10月 １ 日から適用する 。  

 

一  障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第

171 号 。 以下 「 指定障害福祉サービス基準 」 と い う 。） 第50条第 １ 項第 ４ 号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係る

サービス管理を行 う 者と し て厚生労働大臣が定める もの 、 障害者自立支援法に基づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及

び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 172 号 。 以下 「 指定障害者支援施設基準 」 と い う 。） 第 ４ 条第 １ 項第 １ 号イ

(3) に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行 う 者と し て厚生労働大臣が定める もの 、 障害者自立支

援法に基づ く 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 174 号 。 以下 「 障害福祉サービ

ス基準 」 と い う 。） 第12条第 １ 項第 ５ 号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行 う 者と し て厚生労働大

臣が定める もの又は障害者自立支援法に基づ く 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 177

号 。 以下 「 障害者支援施設基準 」 と い う 。） 第11条第 １ 項第 ２ 号イ (3) に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサー

ビス管理を行 う 者と し て厚生労働大臣が定める もの （ 以下 「 サービス管理責任者 」 と総称する 。）  

イ  サービス管理責任者は 、 (1) から (6) までに掲げるサービス管理責任者がその提供に係る管理を行 う 障害福祉サービス

の区分に応じ 、 それぞれ (1) から (6) までに定める要件を満たす者とする 。  

(1)  生活介護又は療養介護  (一) 及び(二) に掲げる要件を満たす者である こ と 。  

(一)  ａ 及び ｂ の期間が通算し て ５ 年以上である者 、 ｃ の期間が通算し て10年以上である者並びに ａ から ｃ までの期間

が通算し て ３ 年以上かつ ｄ の期間が通算し て ５ 年以上である者 （ 以下 「 実務経験者 」 と い う 。） である こ と 。  

ａ  i から vi までに掲げる者が 、 身体上若し く は精神上の障害がある こ と又は環境上の理由によ り日常生活を営む

のに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ 、 助言 、 指導その他の支援を行 う 業務 （ 以下 「 相談支援

の業務 」 と い う 。） その他これに準ずる業務に従事し た期間 

i  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 。 以下 「 法 」 と い う 。） 第77条第 １ 項及び第78条第 １ 項に規定す

る地域生活支援事業 、 法附則第26条の規定による改正前の児童福祉法 （ 昭和22年法律第 164 号 ） 第 ６ 条の ２ 第

１ 項に規定する障害児相談支援事業 、 法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第

283 号 ） 第 ４ 条の ２ 第 １ 項に規定する身体障害者相談支援事業 、 法附則第52条の規定による改正前の知的障害

者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） 第 ４ 条に規定する知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事

者 

Ii  児童福祉法第12条第 １ 項に規定する児童相談所 、 身体障害者福祉法第11条第 ２ 項に規定する身体障害者更生

相談所 、 法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123

号 ） 第50条の ２ 第 １ 項に規定する精神障害者社会復帰施設 、 知的障害者福祉法第12条第 ２ 項に規定する知的障

害者更生相談所 、 社会福祉法 （ 昭和26年法律第45号 ） 第14条第 １ 項に規定する福祉に関する事務所 、 発達障害

者支援法 （ 平成16年法律第 167 号 ） 第14条第 １ 項に規定する発達障害者支援セン ターその他これらに準ずる施

設の従業者又はこれに準ずる者 

iii  障害者支援施設 、 老人福祉法 （ 昭和38年法律第 133 号 ） 第 ５ 条の ３ に規定する老人福祉施設 （ 以下 「 老人福

祉施設 」 と い う 。）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 ６ 条第 １ 項に規定する精神保健福祉セン ター 、

生活保護法 （ 昭和25年法律第 144 号 ） 第38条第 ２ 項に規定する救護施設及び同法第 ３ 項に規定する更生施設 、

介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123 号 ） 第 ８ 条第25項に規定する介護老人保健施設 （ 以下 「 介護老人保健施設 」

と い う 。）、同法第 115 条の39第 １ 項に規定する地域包括支援セン ターその他これらに準ずる施設の従業者又は

これに準ずる者 

iv  障害者の雇用の促進等に関する法律 （ 昭和35年法律第 123 号 ） 第19条第 １ 項に規定する障害者職業セン ター 、

同法第27条第 ２ 項に規定する障害者雇用支援セン ター 、 同法第34条に規定する障害者就業 ・ 生活支援セン ター

その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 

v  特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 

vi  健康保険法 （ 大正11年法律第70号 ） 第63条第 ３ 項に規定する病院若し く は診療所の従業者又はこれに準ずる

者 （ 社会福祉法第19条第 １ 項各号のいずれかに該当する者 、 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する
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等によ り相談支援の業務を行 う ために必要な知識及び技術を修得し た者と認められる者 、 ｄ に掲げる資格を有

する者並びに i から v までに掲げる従事者及び従業者と し ての期間が １ 年以上の者に限る 。）  

ｂ  i から v までに掲げる者であっ て 、 社会福祉法第19条第 １ 項各号のいずれかに該当する もの 、 相談支援の業務

に関する基礎的な研修を修了する等によ り相談支援の業務を行 う ために必要な知識及び技術を修得し た ものと認

められる もの 、 児童福祉法第18条の ４ に規定する保育士 、 児童福祉施設最低基準 （ 昭和23年厚生省令第63号 ） 第

43条各号のいずれかに該当する もの又は精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準 （ 平成12年厚生省

令第87号 ） 第17条第 ２ 項各号のいずれかに該当する もの （ 以下 「 社会福祉主事任用資格者等 」 と い う 。） が 、 身

体上又は精神上の障害がある こ と によ り日常生活を営むのに支障がある者につき 、 入浴 、 排せつ 、 食事その他の

介護を行い 、 並びにその者及びその介護者に対し て介護に関する指導を行 う 業務その他職業訓練又は職業教育に

係る業務 （ 以下 「 直接支援の業務 」 と い う 。） に従事し た期間 

i  障害者支援施設 、 老人福祉施設 、 介護老人保健施設 、 病院又は診療所の病室であっ て医療法 （ 昭和23年法律

第 205 号 ） 第 ７ 条第 ２ 項第 ４ 号に規定する療養病床に係る ものその他これらに準ずる施設の従業者 

ii  障害福祉サービス事業 、 老人福祉法第 ５ 条の ２ 第 ２ 項に規定する老人居宅介護等事業その他これらに準ずる

事業の従事者又はこれに準ずる者 

iii  健康保険法第63条第 ３ 項に規定する病院若し く は診療所又は薬局 、 同法第89条第 １ 項に規定する訪問看護事

業所その他これらに準ずる施設の従業者 

iv  障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第 １ 項に規定する子会社 、 同法第49条第 １ 項第 ６ 号に規定する助

成金の支給を受けた事業所その他これらに準ずる施設の従業者 

v  特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 

ｃ  ｂ の i から v までに掲げる者であっ て 、 社会福祉主事任用資格者等でない者が 、 直接支援の業務に従事し た期

間  

ｄ  医師 、 歯科医師 、 薬剤師 、 保健師 、 助産師 、 看護師 、 准看護師 、 理学療法士 、 作業療法士 、 社会福祉士 、 介護

福祉士 、 視能訓練士 、 義肢装具士 、 歯科衛生士 、 言語聴覚士 、 あん摩マ ッサージ指圧師 、 はり師 、 き ゅ う 師 、 柔

道整復師 、 管理栄養士 、 栄養士又は精神保健福祉士が 、 その資格に基づき当該資格に係る業務に従事し た期間 

 (二)  介護に関する分野のサービス管理責任者研修 （ 指定障害福祉サービス等の質の確保に関する知識及び技術を習得

させる こ と を目的と し て行われる研修であっ て別表第 １ に定める内容以上のものをい う 。 以下同じ 。） を修了し 、

当該研修の課程を修了し た旨の証明書の交付を受けた ものであっ て 、 ａ 又は ｂ のいずれかの要件を満た し ている こ

と 。  

ａ  指定相談支援の提供に当たる者と し て厚生労働大臣が定める もの （ 平成18年厚生労働省告示第 549 号 。 以下

「 相談支援事業従事者基準 」 と い う 。） に定める相談支援従事者初任者研修の う ち別表第 ２ に定める内容のみを

行 う 研修 （ 以下 「 相談支援従事者初任者研修 （ 講義部分）」と い う 。） を修了し 、 当該研修の課程を修了し た旨の

証明書の交付を受けた者 （ 以下 「 相談支援従事者初任者研修 （ 講義部分 ） 修了者 」 と い う 。） である こ と 。  

ｂ  この告示の適用の日 （ 以下 「 適用日 」 と い う 。） 前に厚生労働大臣 、 都道府県知事又は指定都市 （ 地方自治法

（ 昭和22年法律第67号 ） 第 252 条の19第 １ 項の指定都市をい う 。） の市長が行った相談支援の業務に関する研修

（ 相談支援事業従事者基準別表第 ２ に定める科目の う ち 、 障害者自立支援法の概要及び相談支援事業従事者の役

割に関する講義の科目を除いた もの以上の研修に限る 。） を修了し 、 かつ適用日前又は適用日以後に当該科目の

講義を修了し 、 当該研修及び講義を修了し た旨の証明書の交付を受けた者 （ 以下 「 旧障害者ケアマネジ メ ン ト 研

修修了者 」 と い う 。） である こ と 。  

 (2)  児童デイサービス  (一) 及び(二) の要件を満たす者である こ と 。  

(一)  実務経験者である こ と 。  

(二)  児童に関する分野のサービス管理責任者研修を修了し 、 当該研修の課程を修了し た旨の証明書の交付を受けた者

の う ち 、 相談支援従事者初任者研修 （ 講義部分 ） 修了者又は旧障害者ケアマネジ メ ン ト 研修修了者のいずれかに該

当する者である こ と 。  

(3)  共同生活介護 、 自立訓練 （ 生活訓練 ） （ 障害者自立支援法施行規則 （ 平成18年厚生労働省令第19号 。 以下 「 規則 」

と い う 。） 第 ６ 条の ６ 第 ２ 号に規定する自立訓練 （ 生活訓練 ） をい う 。）、共同生活援助   ( 一) 及び(二) の要件を満

たす者である こ と 。  

(一)  実務経験者である こ と 。  

(二)  身体障害 、 知的障害又は精神障害を有する者の地域生活に関する分野のサービス管理責任者研修を修了し 、 当該

研修の課程を修了し た旨の証明書の交付を受けた者の う ち 、 相談支援従事者初任者研修 （ 講義部分 ） 修了者又は旧

障害者ケアマネジ メ ン ト 研修修了者のいずれかに該当する者である こ と 。  

(4)  自立訓練 （ 機能訓練 ） （ 規則第 ６ 条の ６ 第 １ 号に規定する自立訓練 （ 機能訓練 ） をい う 。）  (一) 及び(二) の要件

を満たす者である こ と 。  

(一)  実務経験者である こ と 。  

(二)  身体障害を有する者の地域生活に関する分野のサービス管理責任者研修を修了し 、 当該研修の課程を修了し た旨

の証明書の交付を受けた者の う ち 、 相談支援従事者初任者研修 （ 講義部分 ） 修了者又は旧障害者ケアマネジ メ ン ト

研修修了者のいずれかに該当する者である こ と 。  

(5)  就労移行支援 、 就労継続支援 Ａ 型 （ 規則第 ６ 条の10第 １ 号に規定する就労継続支援 Ａ 型をい う 。） 又は就労継続支

援Ｂ型 （ 規則第 ６ 条の10第 ２ 号に規定する就労継続支援Ｂ型をい う 。）  (一) 及び(二) の要件を満たす者である こ と 。  

(一)  実務経験者である こ と 。  
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(二)  就労に関する分野のサービス管理責任者研修を修了し 、 当該研修の課程を修了し た旨の証明書の交付を受けた者

の う ち 、 相談支援従事者初任者研修 （ 講義部分 ） 修了者又は旧障害者ケアマネジ メ ン ト 研修修了者のいずれかに該

当する者である こ と 。  

(6)  施設入所支援  指定障害者支援施設等 （ 法第34条第 １ 項に規定する指定障害者支援施設等をい う 。 以下同じ 。） 又

は障害者支援施設において提供される施設入所支援以外の施設障害福祉サービスのいずれかに係るサービス管理責任

者である こ と 。  

ロ  指定障害福祉サービス基準第 ２ １ ５ 条第 ２ 項若し く は障害福祉サービス基準第 ９ ０ 条第 ２ 項に規定する多機能型事業所

に置 く べきサービス管理責任者又は指定障害福祉サービス基準第 ２ ２ ０ 条第 １ 項第 ６ 号に規定する特定基準該当障害福祉

サービス事業所に置 く べきサービス管理責任者については 、 イの規定にかかわらず 、 当該多機能型事業所又は特定基準該

当障害福祉サービス事業所において行 う 事業の開始の日から起算し て三年間は 、 当該多機能型事業所又は特定基準該当障

害福祉サービス事業所において提供される障害福祉サービスの う ちいずれかに係るサービス管理責任者の要件を満た し て

いる場合には 、 当該多機能型事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所において提供されるすべての障害福祉サー

ビスに係るサービス管理責任者の要件を満た し ている ものとみなす 。  

ハ  複数の昼間実施サービス （ 指定障害者支援施設等又は障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの う ち施設入所

支援を除いた ものをい う 。 以下同じ 。） を行 う 指定障害者支援施設等又は障害者支援施設に置 く べきサービス管理責任者

については 、 イの規定にかかわらず 、 当該指定障害者支援施設等又は障害者支援施設の開設の日 （ 独立行政法人国立重度

知的障害者総合施設のぞみの園法 （ 平成14年法律第 167 号 ） 第11条第 １ 号の規定によ り独立行政法人国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園が設置する施設にあっ ては 、 適用日 ） から起算し て ３ 年間は 、 当該指定障害者支援施設等又は障害者

支援施設において提供される昼間実施サービスの う ちいずれかに係るサービス管理責任者の要件を満た し ている場合には 、

当該指定障害者支援施設等又は障害者支援施設において提供されるすべての昼間実施サービスに係るサービス管理責任者

の要件を満た し ている者とみなす 。  

ニ  適用日から平成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日までの間は 、 実務経験者については 、 イ （ １ ） （ 二）、 （ ２ ） （ 二）、 （ ３ ） （ 二）、

（ ４ ） （ 二）及び （ ５ ） （ 二）の要件を満た し ている ものとみなす 。  

ホ  適用日において現に存する改正前の障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業の人員 、 設備及び運営に関

する基準等に関する省令 （ 平成 １ ８ 年厚生労働省令第 ５ ８ 号 ） 第 ５ ６ 条第 １ 項 、 第 ７ ０ 条第 １ 項又は第 １ ０ ７ 条に規定す

る指定児童デイサービス事業所 、 基準該当児童デイサービス事業所又は指定共同生活援助事業所が 、 適用日以後引き続き

指定障害福祉サービス基準第 ９ ６ 条 、 第 １ ０ ８ 条第 １ 項 、 第 １ ３ ７ 条又は第 ２ ０ ７ 条に規定する指定児童デイサービス 、

基準該当児童デイサービス 、 指定共同生活介護又は指定共同生活援助の事業を行 う 場合における これらの事業に係る指定

障害福祉サービス基準第 ９ ７ 条第 １ 項 、 第 １ ０ ８ 条第 １ 項 、 第 １ ３ ８ 条第 １ 項又は第 ２ ０ ８ 条第 １ 項に規定する指定児童

デイサービス事業所 、 基準該当児童デイサービス事業所 、 指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所であっ て 、

実務経験者を確保する こ とができないものについては 、 イの規定にかかわらず 、 イ （ １ ） （ ３ ） （ 一） ａ から ｃ までの期

間が通算し て ３ 年以上である者であっ て 、 イ （ ２ ） （ 二）又は （ ３ ） （ 二）の規定を満たす者をサービス管理責任者と し

て置 く こ とができ る 。 ただ し 、 平成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日から平成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日までの間については 、 イ （ ２ ） （ 二 ） 又は

（ ３ ） （ 二 ） の規定を満たすこ と を要し ない （ 指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所における共同生活住

居の入居定員の合計 （ 一体型指定共同生活介護事業所又は一体型指定共同生活援助事業所にあっ ては 、 これらの事業所の

入居定員の合計 ） が十人以上の場合を除 く 。）。 

二  指定障害福祉サービス基準第 215 条第 ２ 項及び障害福祉サービス基準第90条第 ２ 項の厚生労働大臣が定める多機能型事業 

所 

配置されるサービス管理責任者が 、 前号イ (1) 及び (3) から (5) までに掲げる障害福祉サービスの う ち二以上のものに係 

るサービス管理責任者の要件に該当する場合において 、 当該二以上の障害福祉サービスを提供する多機能型事業所 

三  指定障害者支援施設基準第 ５ 条第 ２ 項及び附則第 ４ 条第 ２ 項並びに障害者支援施設基準第12条第 ２ 項及び附則第 ４ 条第 ２  

項の昼間実施サービスの う ち厚生労働大臣が定める もの 

  配置されるサービス管理責任者が 、 第 １ 号イ (1) 及び (3) から (5) までに掲げる障害福祉サービス （ 昼間実施サービスに 

限る 。） の う ち二以上のものに係るサービス管理責任者に該当する場合における当該二以上の昼間実施サービス 

 

別表第 １  

区分 科    目 時間数 備  考 

サービス管理責任者の役割に関する講義 ６    講義 

アセス メ ン ト やモニ タ リ ングの手法に関する講義 ３  介護の分野 、 児童の分野 、 知的障害者又は精神

障害者の地域移行の分野 、 身体障害者の地域移

行の分野 、 就労の分野 （ 以下 「 分野 」 と総称す

る 。） 別に行 う こ と 

演習 サービス提供プロセスの管理に関する演習 10 分野別に行 う こ と 

合    計 19   

 

別表第 ２  

区分 科    目 時間数

講義 障害者自立支援法の概要及び相談支援事業従事者の

役割に関する講義 

6.5  



 4

ケアマネジ メ ン ト の手法に関する講義 ２  

障害者の地域支援に関する講義 ３  

合    計 11.5  

 


